
令和８年度
物流の脱炭素化（EV・FCトラック）促進補助金

・EV・FCトラックを導入される方

・国補助金に申請された方

・国補助金の補助対象車両であること
・使用の本拠の位置が大阪府内にあること
・令和9年1月15日までに自動車検査証交付

など

大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ
お問合せ先

(申請書提出先) 〒559-8555 大阪市住之江区南港北一丁目14-16（大阪府咲洲庁舎22階）
TEL：06-6210-9586

・補助金の額：国補助金の1/4以内

・補助上限額： EVトラック 200万円/台（充電設備の補助額を含む）

FCトラック 650万円/台

※ ただし、1事業者あたりの補助金の上限は2億５千万円まで

EV・FCトラック及び充電設備の導入費
（工事費・維持管理費は対象外）

大阪府では、EV・FCトラックの導入促進を図り、府域における運輸部門のCO2

排出量を削減するため、EV・FCトラックを導入する事業者のみなさまを支援します。
※EVトラック：電気トラック、FCトラック：燃料電池トラック

EVトラック（充電設備を含む） FCトラック（※8トン未満に限る）

申請はこちら

＋

国補助金（※）の補助対象車両であれば補助を受けることができます！
※令和７年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車の電動化促進事業（トラック））

令和８年11月30日(月)まで

※予算がなくなり次第受付終了

※本事業は令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
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